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                     こんにちは 

            こちらは、滋賀県 食品安全監視センターです。 

 

 

    **************************** I N D E X *********************************** 

    *                                     * 

      （１）アレルギー物質を含む食品に関する表示の改正について 

    *                                     * 

    * ─────────────────────────────────── * 

    *                                     * 

      （２）輸入加工食品の自主管理に関する指針の策定について 

    *                                     * 

    * ─────────────────────────────────── * 

    *                                     * 

      （３）スッポンのサルモネラ食中毒について 

    *                                     * 

    * ─────────────────────────────────── * 

    *                                     * 

      （４）食品安全監視センターのホームページへのリンクについて 

    *                                     * 

    * ─────────────────────────────────── * 

    *                                     * 

      （５）食品回収情報（ 省略 ）  

    *                                     * 

    **************************************************************************** 
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（１）アレルギー物質を含む食品に関する表示の改正について 

 

  平成２０年６月３日、食品衛生法施行規則の一部が改正され、アレルギー表示義務のある 

 「特定原材料」に「えび」および「かに」が追加されました。 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

  これにより、アレルギー疾患を有する者の健康危害の発生を防止する観点から、「えび」 

 または「かに」を原材料とする加工食品にあっては、これらを原材料として含む旨を表示す 

 る必要があります。 

 

  また、「えび」または「かに」に由来する添加物（抗原性が認められないものを除く。） 

 を含む食品にあっては、当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物が「えび」また 

 は「かに」に由来する旨を表示する必要があります。 

   

  なお、平成２２年６月３日までに製造、加工又は輸入されるものについては、これまでど 

 おり推奨表示として取り扱うことができますが、当該期間内に製造、加工又は輸入されるも 

 のであっても、可能なものについては、表示をするよう努めてください。 

 

 

  アレルギー表示の対象品目 

  ┌─────┬───────────┬────────────────────┐ 

  │表示義務の│ 特定原材料      │ 小麦・そば・卵・乳・落花生・えび・かに │ 

  │ある品目  │ （７品目）      │                     │ 

  │      │            │                                        │ 

  ├─────┼───────────┼────────────────────┤ 

  │表示を推奨│特定原材料に準ずるもの│あわび・いか・いくら・ オレンジ・       │ 

  │される品目│ （１８品目）         │キウイフルーツ・牛肉・くるみ・さけ      │ 

  │          │                      │さば・大豆・鶏肉・豚肉・まつたけ・ もも │ 

  │          │                      │やまいも・りんご・ゼラチン・バナナ      │ 

  └─────┴───────────┴────────────────────┘ 

 



厚生労働省ＨＰ「アレルギー物質を含む食品に関する表示の改正について」のアドレス↓ 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hyouji/info/dl/080604-1a.pdf 

    

厚生労働省ＨＰ「アレルギー物質を含む食品に関する表示Ｑ＆Ａ」のアドレス↓ 

http://www.mhlw.go.jp/topics/0103/tp0329-2b.html#b2   
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（２）輸入加工食品の自主管理に関する指針の策定について 

 

  本年１月に発生した中国産冷凍ギョウザが原因と疑われる健康被害事例を受け、「輸入加工 

 食品の自主管理に関する指針（ガイドライン）」が策定されました。 

 

  このガイドラインは、輸入加工食品の輸出国での原材料、製造・加工、保管及び輸送の各段 

 階における安全性確保のための、輸入者が確認すべき事項を定めたものですので、ご確認くだ 

 さい。 

 

    「輸入加工食品の自主管理に関する指針（ガイドライン）」のアドレス 

        ↓    ↓    ↓    ↓    ↓ 

      http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1ah.html 

 

  また、このガイドラインに関する輸入者等に対する説明会が開催されますのでご確認くださ 

 い。 

 

    「ガイドラインに関する輸入者等説明会の開催日程」のアドレス 

        ↓    ↓    ↓    ↓    ↓ 

      http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/06/dl/h0605-3a.pdf 
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（３）スッポンのサルモネラ食中毒について 

 

  本年５月、和歌山市でスッポン料理を原因食品とするサルモネラ食中毒事例が発生しました。 

 過去にも同様の食中毒が発生し、また、スッポンの腸管からサルモネラが検出された事例も報 

 告されています。 

 

  このことから、スッポンは腸管などにサルモネラが常在している可能性が高いと考えられま 

 す。スッポンを取り扱う場合は、以下のことに注意してください。 

 

  １．スッポンの体表（特に肛門部分）は、飲用適の水で十分に洗浄すること。 

  ２．スッポンの洗浄において、施設、調理器具等への汚染を防止すること。 

  ３．スッポンの解体、調理等においては専用の器具を使用するとともに、スッポンと接触し 

   た場所や調理器具等は、十分に洗浄・消毒すること。特に、内臓処理においては、内容物 

   による汚染防止に注意すること。 

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 

（４）食品安全監視センターのホームページへのリンクについて 

 

  当監視センターホームページのリニューアルに伴う、トップページのアドレスの変更について 

 は、ぷちリス３７号（平成１９年１０月１０日発行）でお知らせしたところです。 

 

  今回、全てのコンテンツページのアドレスが変更になりました。当センタートップページおよ 

 びコンテンツページへリンクされている方は、リンク先の変更をお願いします。 

 

  旧：http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/  ～  .htm 

 

        ↓     ↓     ↓     ↓     ↓ 

 

  新：http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/  ～  .html 

                                  ▲ 

  ※新しいアドレスは末尾が「html」となります。 
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  食品安全監視センターの所在地・連絡先  

   〒５２０－０８３４  



     滋賀県大津市御殿浜１３番４５号（衛生科学センター内）  

      ＴＥＬ ： ０７７－５３１－０２４８  

      ＦＡＸ ： ０７７－５３７－８６３３    

      Ｅmail  ： shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

       http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/00top.html  

     

   ≪交通案内≫  

     ＪＲ石山駅北口下車 徒歩１０分  

     京阪電車石山坂本線粟津駅下車 徒歩５分  

      「晴嵐」交差点の角（ちなみに周辺は近江八景の一つ「粟津の晴嵐」です。） 
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                       梅雨の季節になりました。近畿地方は平年より 

  ／      ＼ ｌ ｜ l  l  ｌ  も４日、昨年よりも１２早い梅雨入りとなりまし 

          ヽ    ｌ  ｜    た。このジメジメした日々に気分も湿り気味では 

  Ｙ⌒Ｙ⌒Ｙ⌒Ｙ⌒ヽ | l   ｌ     ないでしょうか？まあ、個人的には、家で育てて 

     ∥ ／   ヽ   l    l   いる野菜たちに水をやらなくていいのでうれしい 

     ∥((( ( ( | ｌ          ですが…。 

     ∥ ＾ ＾||||  |    

     ∥人ー ||||ｌ  |         さて、ぷちリスでは、今年度、有害生物の防除 

    （~) ７ 川||  ｌ        について取り上げていきたいと思いますので、ご   

                      愛読よろしくお願いします。 

      『梅雨入り』 

 

 

 

 

         みなさまからのご意見・ご感想は下記アドレスまでお寄せ下さい。 

                  

              Email：shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

       また、食品衛生に関するもっと詳しい情報を知りたい方は、滋賀県ホームページ  

      の食の安全情報にアクセスしてください。 

                   ↓  ↓  ↓  

           http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/shoku/index.html 

 

 

       なお、『ぷちリス』バックナンバーは食品安全監視センターＨＰに掲載中です！ 

                        ↓  ↓  ↓ 

        http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/301putirisu-index.html 
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